
 

 

令和２年６月 26 日最終更新  

 

国民健康保険  傷病手当金に関する QA 

 

Ｑ１  傷病手当金を支給する目的は何か？  

Ａ１  被用者が新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感

染の疑いがある場合に会社等を休みやすい環境を整備し、感染拡大の防

止を図ることを目的に実施します。  

 

Ｑ２  支給対象となる被用者とは誰か？  

Ａ２  会社等に勤めていて給与等の支払いを受けているかたです。  

そのため、事業主は傷病手当金の支給の対象とはなりません（法人とし  

て事業を行う場合で、法人の事業主が給与等を受けている場合は支給の  

対象となる場合があります。）。  

 

Ｑ３  給与等とは具体的にどのような収入か？  

Ａ３  所得税法第２８条１項に該当する給与等です。具体的には使用者から支

払われる、賃金、給与です。ただし、賞与（健康保険法第３条６項に規

定する賞与。）は含まれません。  

 

Ｑ４  発熱等の症状があり感染の疑いがあったため自宅療養したが、医療機関

を受診することなく回復したため、労務に復帰した。この場合、自宅療

養の期間は支給対象になるのか？  

Ａ４  病院を受診しなかった場合でも、事業主の証明（申請書２面の事業主記

入欄及び申請書３面）があれば支給対象になります。ただし、長期間自

宅療養し、医療機関を受診していない場合は、詳細について本人及び事

業主の方に確認させていただく場合があります。  

 

Ｑ５  発熱等の症状が無かった場合でも、濃厚接触者として会社を休んだ場合

や事業主から自宅待機要請があり仕事を休んだ場合などは支給対象とな

るのか？  

Ａ５  被保険者本人の疾病に対して支給するものであるため、対象になりませ

ん。  

 

Ｑ６  労務に服することができなくなった期間について、給与等を受け取って

いた場合でも支給対象になるのか？  



 

 

Ａ６  給与等を受け取っている場合（受け取る予定含む）は、支給対象となり

ません。ただし、給与の一部のみを受け取っており、その金額が傷病手

当金にて支給される金額より低い場合は、差額を支給します。  

 

Ｑ７  事業主の証明が得られない場合は支給対象となるか？  

Ａ７  事業主の証明が得られない場合、支給額が算定できないため支給対象に

はなりません。  

 

Ｑ８  申請にあたり、申請書の「４面（医療機関記入用）」の記載は必須なのか？  

Ａ８  ４面（医療機関記入用）」は、医療機関を受診して新型コロナウイルス感

染症に感染したと診断された場合（陽性）のみ、医療機関にて記載して

もらう必要があります。検査の結果陰性だった場合や医療機関を受診せ

ず自宅療養したなどの場合は、申請書の１面～３面のみをご提出くださ

い。  

 

Ｑ９  申請書の「４面（医療機関記入用）」を医療機関に記入してもらった際に、

文書料を支払ったが、この文書料も支給対象となるのか？  

Ａ９  文書料は支給対象ではありません。  

 

Ｑ 10 支給額算出に用いる給与収入には賞与（ボーナス）なども含まれるの

か？  

Ａ 10 「給与収入」には賞与（ボーナス）は含まれません。  

 

Ｑ 11 新型コロナウイルス感染症に感染し、症状が重篤なため長期間入院した

場合、入院中に家族等の代理の者が途中分までの申請をすることは可能

か？  

Ａ 11 入院継続中であり、労務に服することができない期間の途中であっても

代理申請することは可能です。ただし、申請は月単位で区切り、申請書

はその都度ご提出が必要です。  

 

Ｑ 12 ダブルワークなどで、複数の事業主から給与を受けている場合でも申請

可能か？  

Ａ 12 複数の事業主から給与を受けている場合でも申請可能です。ただし、そ

れぞれの事業主から証明を受けることが必要であるため、申請書２面事

業主記入欄及び申請書３面はそれぞれの事業主に記入していただく必要

があります。  



 

 

 

申請手続きに関するご相談やお問合せはお電話でお願いします。 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  

武蔵野市健康福祉部保険年金課国保年金係  

〒 180-8777 武蔵野市緑町２丁目２番 28 号  

電話 0422-60-1834（直通）  

 


